
 

 

令和 8 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 8 年 2 月 24 日 

 



令和 8 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 1 号 浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

議案第 2 号 浜田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 

議案第 3 号 浜田市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第 4 号 浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

議案第 5 号 浜田市金城老人福祉センター条例を廃止する条例について 

議案第 6 号 浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 7 号 浜田市弥栄農産物処理加工施設条例を廃止する条例について 

議案第 8 号 浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 9 号 浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 10 号 浜田市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第 11 号 浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

議案第 12 号 浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について 

議案第 13 号 財産の無償譲渡について（浜田市弥栄農産物処理加工施設） 

議案第 14 号 浜田市過疎地域持続的発展計画の策定について 

議案第 15 号 弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

議案第 16 号 小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

議案第 17 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 10 号） 

議案第 18 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 11 号） 

議案第 19 号 令和 7 年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 20 号 令和 7 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3号） 

議案第 21 号 令和 7 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 1 号） 

議案第 22 号 令和 7 年度浜田市下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

議案第 23 号 令和 8 年度浜田市一般会計予算 

議案第 24 号 令和 8 年度浜田市国民健康保険特別会計予算 

議案第 25 号 令和 8 年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

議案第 26 号 令和 8 年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 27 号 令和 8 年度浜田市水道事業会計予算 

議案第 28 号 令和 8 年度浜田市工業用水道事業会計予算 

議案第 29 号 令和 8 年度浜田市下水道事業会計予算 

同意第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について 



報 告 

報告第 1 号 専決処分の報告について（令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 9号）） 

報告第 2 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 
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議案第 1 号 

 

浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

浜田市附属機関設置条例（平成 17 年浜田市条例第 18 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部浜田市男女共同参画推進委員会の項の次に次のように加え

る。 

浜 田 市 カ

ス タ マ ー

ハ ラ ス メ

ン ト 防 止

に 関 す る

条 例 検 討

委員会 

（仮称）浜

田 市 カ ス

タ マ ー ハ

ラ ス メ ン

ト 防 止 条

例 の 制 定

に 関 す る

必 要 な 事

項 を 調 査

審 議 す る

こと。 

識見者 

4 人以内 

商工関係団

体代表 

1 人以内 

労働関係団

体代表 

1 人以内 

医療福祉関

係団体代表 

1 人以内 

（仮称）浜

田 市 カ ス

タ マ ー ハ

ラ ス メ ン

ト 防 止 条

例 の 制 定

に 関 す る

調 査 審 議

に 要 す る

間 

委員の半

数以上 

出 席 委 員

の過半数 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

2  浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 20 年浜田市条例第 37 号）の一部を次のように改正する。 

別表浜田市男女共同参画推進委員会委員の項の次に次のように加える。 

浜田市カスタマーハラスメント防止に

関する条例検討委員会委員 

〃  6,000 円 
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議案第 2 号 

 

浜田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 

 

浜田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のように定

める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年

法律第 162 号）第 23 条第 1 項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行す

る教育に関する事務を定めるものとする。 

（職務権限の特例） 

第 2 条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 

⑴ 浜田市まちづくりセンターの設置、管理及び廃止に関すること。 

⑵ 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市行政組織条例の一部改正） 

2  浜田市行政組織条例（平成 17 年浜田市条例第 16 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 2 条の表市民生活部の項に次の 1 号を加える。 

⑸ 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に関すること。 

（浜田市まちづくりセンター条例の一部改正） 

3  浜田市まちづくりセンター条例（令和 2 年浜田市条例第 41 号）の一部

を次のように改正する。 

第 3 条を次のように改める。 

第 3 条 削除 
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議案第 3 号 

 

浜田市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

浜田市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市貸付金の返還債務の免除に関する条例（平成 20 年浜田市条例第 9

号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条の表浜田市看護学校等学生修学資金の項を次のように改める。 
    
浜 田 市

看 護 学

生 等 修

学資金 

市内における保健

師、助産師、看護師

又は准看護師（以

下この項において

「看護職員」とい

う。）の確保を図る

ため、看護職員を

養成する学校、大

学又は養成所（以

下この項において

「養成施設」とい

う。）に在学する学

生のうち、将来市

内の医療機関、福

祉施設又は介護施

設（以下この項に

おいて「医療機関

等」という。）にお

いて看護に携わる

職（以下この項に

おいて「看護職」と

いう。）に従事しよ

うとするものに対

して、養成施設の

正規の修業期間を

超えない期間貸し

付けた資金 

1  修学資金の貸付けを受けた者

（以下この項及び次項において

「被貸与者」という。）が、養成施

設を卒業した日から 1 年（疾病、

負傷その他のやむを得ない事由

（以下この項において「疾病等の

事由」という。）があるため看護

職員の免許（以下この項において

「免許」という。）を取得するこ

とができないと認められる場合

は、当該疾病等の事由がなくなっ

た日から 1 年）以内に免許を取得

し、直ちに（養成施設を卒業した

後他の看護職に従事する者を養

成する養成施設（以下この項にお

いて「他種の養成施設」という。）

に進学した場合又は疾病等の事

由があると認められる場合は、当

該他種の養成施設を卒業した後

又は当該疾病等の事由がなくな

った後直ちに）市内の医療機関等

において看護職に就いた場合で、

引き続いて看護職に従事した期

間（疾病等の事由があるため看護

職に従事することができないと

認められる期間がある場合の当

該期間を含む。）が、修学資金の

貸付けを受けた期間の 1.5 倍に

債 務

の 全

部 
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相当する期間以上となったとき。 

2  被貸与者が、死亡したとき、又

は心身に重度の障がいを有する

こととなったことにより修学資

金を返還することが著しく困難

であると認められるとき。 

債 務

の 全

部 又

は 一

部 
    

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の日の前日までに貸し付けた浜田市看護学校等学生修学

資金のうち、その返還が完了していないもの又は免除されていないものに

ついては、同条例による改正前の浜田市貸付金の返還債務の免除に関する

条例第 2 条の表浜田市看護学校等学生修学資金の項の規定は、同日後も、

なおその効力を有する。 
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議案第 4 号 

 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

浜田市放課後児童クラブ条例（平成 17 年浜田市条例第 133 号）の一部を次

のように改正する。 

第 2 条の表ふたば学級放課後児童クラブの項の次に次のように加える。 

にこにこ学級放課後児童クラブ 浜田市港町 208 番地 25 人 

第 2 条の表かもめ学級放課後児童クラブの項の次に次のように加える。 

あおぞら学級放課後児童クラブ 浜田市下府町 2103 番地 32 40 人 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 5 号 

 

浜田市金城老人福祉センター条例を廃止する条例について 

 

浜田市金城老人福祉センター条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市金城老人福祉センター条例を廃止する条例 

 

浜田市金城老人福祉センター条例（平成 17 年浜田市条例第 137 号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 6 号 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

浜田市国民健康保険条例（平成 17 年浜田市条例第 151 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 14 条の 2 を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第 14 条の 2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号）第 29 条の 7 第 1 項第 1 号に規

定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等

賦課額（国民健康保険法施行令第 29 条の 7 第 1 項第 2 号に規定する後

期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行

令第 29 条の 7 第 1 項第 3 号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付

金賦課額をいう。以下同じ。） 

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納

付金賦課額（国民健康保険法施行令第 29 条の 7 第 1 項第 4 号に規定す

る子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第 14 条の 3 第 1 号イ中「、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援

金等」を「及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等」に、「及び

介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「「介護納付金」という。）」の次に

「並びに子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）の規定による納付

金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ中「並び

に介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、

同条第 2 号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支

援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第 18 条の 6 中「66 万円」を「67 万円」に改める。 

第 18 条の 6 の 6 第 1 項第 3 号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世

帯又は特定継続世帯」に改める。 

第 18 条の 12 の次に次の 5 条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第 18 条の 13 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第
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22 条、第 22 条の 3、第 22 条の 4 及び第 22 条の 5 の規定により子ども・

子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額

することになる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課

総額」という。）は、第 1 号に掲げる額の見込額から第 2 号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第 27 条第 1 項

の規定による保険料の減免を行う場合においては、第 1 号に掲げる額の見

込額から第 2 号に掲げる額の見込額を控除した額に第 3 号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（島根県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・

子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号にお

いて同じ。）の額 

イ 第 22 条の 5 に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することと

なる額の総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第 7 条の規定により読み替えられた法第 75 条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第 72 条の 3 第 1 項、

第 72 条の 3 の 2 第 1 項及び第 72 条の 3 の 3 第 1 項の規定による繰入

金を除く。）の額 

⑶ 当該年度における第 27 条第 1 項の規定による子ども・子育て支援納

付金賦課額の減免の額の総額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第 18 条の 14 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額に、当該世帯に属する 18 歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第 29

条の 7 第 5 項第 3 号に規定する 18 歳以上被保険者をいう。以下同じ。）に
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つき算定した 18 歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第 18 条の 15 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を

乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第 18 条の 16 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

⑴ 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第 18 条の 13 第 1

号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第 3 号に掲げる額の見込

額の合算額から同条第 1 号イに係る同条第 2 号に掲げる額の見込額を控

除した額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険

料率の算定に係る額」という。）の 100 分の 50 に相当する額を被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第 29 条の 7 第

5 項第 4 号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規

則第 32 条の 10 の 2 に規定する方法により補正された後の金額とする。）

の総額で除して得た数 

⑵ 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額の 100 分の 35 に相当する額を当該年度の前年度及びその直前

の 2 箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額 

⑶ 18 歳以上被保険者均等割 第 18 条の 13 第 1 号イに掲げる額の見込額

及び同号イに係る同条第 3 号に掲げる額の見込額の合算額から同条第 1

号イに係る同条第 2 号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の

前年度及びその直前の 2 箇年度の各年度における 18 歳以上被保険者の

数等を勘案して算定した数で除して得た額 

⑷ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれア

からウまでに定めるところにより算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の 100 分の 15 に相当する額を当該

年度の前年度及びその直前の 2 箇年度の各年度における被保険者が属

する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に 2 分の 1 を

乗じて得た数と特定継続世帯の数に 4 分の 1 を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額 
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イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に 2 分の 1 を乗じて

得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に 4 分の 3 を乗

じて得た額 

2  前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第 4 位未

満の端数又は 1 円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

3  市長は、第 1 項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示し

なければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第 18 条の 17 第 18 条の 14 の子ども・子育て支援納付金賦課額は、3 万円

を超えることができない。 

第 20 条第 4 項中「次条」を「第 21 条」に改め、同条の次に次の 1 条を加

える。 

（普通徴収に係る保険料の前納に係る納期） 

第 20 条の 2 前条第 1 項の規定にかかわらず、地方税法第 318 条の規定によ

り個人の市民税の賦課期日とされている当該年度の初日の属する年の 1 月

1 日に日本国内に住所を有していなかった者が世帯主となっている世帯

（以下「世帯主が 1 月 1 日に日本国内に住所を有していなかった世帯」と

いう。）においては、普通徴収に係る保険料の納期は、前条第 1 項に掲げる

第 1 期とする。ただし、市長は、当該世帯において、特別の事情があると

認める場合においては、当該世帯における普通徴収に係る保険料の納期は、

前条第 1 項に掲げる納期とする。 

2  前条第 4 項の規定にかかわらず、世帯主が 1 月 1 日に日本国内に住所を

有していなかった世帯において、次条の規定により保険料額の算定を行っ

たときは、普通徴収に係る保険料の納期について、前条第 1 項に掲げる期

間のうち、当該算定を行った日の翌日以降を始期とする期間で最も早く到

来するもの又は当該期間よりも早い期間を納期と定め、これを通知しなけ

ればならない。ただし、市長において、当該世帯において特別の事情があ

ると認める場合は、当該世帯に係る普通徴収に係る保険料の納期について、

前条第 4 項の規定に基づきこれを定め、通知するものとする。 

第 21 条第 1 項中「第 18 条の 6 の 3」の次に「若しくは第 18 条の 14」を、

「第 22 条第 1 項各号（同条第 3 項又は第 4 項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」の次に「若しくは同条第

5 項各号に定める額」を、「第 22 条の 3 第 1 項（同条第 3 項」の次に「又は
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第 4 項」を加え、「第 18 条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれ

ぞれ 10 分の 5 を乗じて得た額、第 22 条の 3 第 4 項第 1 号（同条第 6 項」を

「額、同条第 5 項（同条第 7 項又は第 8 項」に、「第 22 条の 4 第 1 項各号（同

条第 3 項又は第 4 項」を「第 22 条の 4 第 1 項各号（同条第 3 項から第 5 項

まで」に、「若しくは同条第 5 項各号（同条第 7 項又は第 8 項の規定により読

み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」を「、同条

第 6 項各号（同条第 8 項から第 10 項までの規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは第 22 条の 5 第 1 項に

定める額」に、「月割」を「月割り」に改め、同条第 2 項中「若しくは第 18

条の 6 の 3 の額若しくは第 18 条の 8 の額又は第 22 条第 1 項各号に定める

額」を「、第 18 条の 6 の 3、第 18 条の 8 若しくは第 18 条の 14 の額又は第

22 条第 1 項各号に定める額若しくは同条第 5 項各号に定める額」に、「第 18

条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ 10 分の 5 を乗じて

得た額、第 22 条の 3 第 4 項第 1 号」を「額、同条第 5 項」に、「若しくは同

条第 5 項各号に定める額」を「、同条第 6 項各号に定める額若しくは第 22 条

の 5 第 1 項に定める額」に改める。 

第 22 条第 1 項中「66 万円」を「67 万円」に改め、同項第 1 号中「発生し

た場合には」を「発生した場合には、」に改め、「第 3 号」の次に「並びに第

5 項」を加え、同項第 2 号中「30 万 5,000 円」を「31 万円」に改め、同項第

3 号中「56 万円」を「57 万円」に、「場合には」を「場合には、」に改め、同

条第 3 項及び第 4 項中「66 万円」を「67 万円」に改め、同条に次の 2 項を加

える。 

5  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額は、第 18 条の 14 の子ども・子育て支援納

付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該

減額して得た額が 3 万円を超える場合には、3 万円）とする。 

⑴ 第 1 項第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2 第

2 項第 1 号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が 2 以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減

じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世
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帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の 18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に 10 分の 7 を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険

者均等割の保険料率に 10 分の 7 を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に 10 分の 7 を乗じて得た額 

⑵ 第 1 項第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2 第

2 項第 1 号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が 2 以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減

じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えた金額）に 31 万円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以

外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及び

ウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に 10 分の 5 を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険

者均等割の保険料率に 10 分の 5 を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に 10 分の 5 を乗じて得た額 

⑶ 第 1 項第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314 条の 2 第

2 項第 1 号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が 2 以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1 を減
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じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えた金額）に 57 万円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2 号に該当する者以

外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及び

ウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に 10 分の 2 を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険

者均等割の保険料率に 10 分の 2 を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に 10 分の 2 を乗じて得た額 

6  第 18 条の 16 第 2 項及び第 3 項の規定は、前項各号アからウまでに規定

する額の決定について準用する。この場合において、第 18 条の 16 第 2 項

及び第 3 項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとす

る。 

第 22 条の 2 中「及び前条第 1 項」を「、第 18 条の 6 の 4、第 18 条の 9 及

び第 18 条の 15 並びに前条第 1 項（同条第 3 項又は第 4 項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。）及び同条第 5 項」に改める。 

第 22 条の 3 第 1 項中「第 4 項」を「第 5 項」に改め、同条第 6 項中「第 4

項」を「第 5 項」に改め、「「第 18 条の 6 の 6」と」の次に「、「第 22 条第 1

項各号」とあるのは「第 22 条第 3 項の規定により読み替えられた同条第 1 項

各号」と」を加え、同項を同条第 7 項とし、同条中第 5 項を第 6 項とし、同

条第 4 項第 2 号中「第 1 号」を「前号」に改め、同項を同条第 5 項とし、同

条第 3 項の次に次の 1 項を加える。 

4  第 1 項及び第 2 項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第 1 項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第 18 条」とあるのは「第 18 条

の 16」と、第 2 項中「第 18 条第 3 項」とあるのは「第 18 条の 16 第 3 項」
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と読み替えるものとする。 

第 22 条の 3 に次の 1 項を加える。 

8  第 5 項及び第 6 項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第 5 項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第 18 条」とあるのは「第 18 条

の 16」と、「第 22 条第 1 項各号」とあるのは「第 22 条第 5 項各号」と、

第 6 項中「第 18 条第 3 項」とあるのは「第 18 条の 16 第 3 項」と読み替え

るものとする。 

第 22 条の 4 第 1 項中「第 29 条の 7 第 5 項第 8 号」を「第 29 条の 7 第 6 項

第 8 号」に、「66 万円」を「67 万円」に、「第 5 項に」を「第 6 項に」に改

め、同項第 1 号中「第 32 条の 10 の 2」を「第 32 条の 10 の 3」に改め、同条

第 3 項及び第 4 項中「66 万円」を「67 万円」に改め、同条第 8 項中「第 5 項」

を「第 6 項」に、「第 6 項」を「第 7 項」に、「66 万円」を「67 万円」に改

め、「「17 万円」と」の次に「、「第 22 条第 1 項各号」とあるのは「第 22 条

第 4 項の規定により読み替えられた同条第 1 項各号」と」を加え、同項を同

条第 9 項とし、同条第 7 項中「第 5 項」を「第 6 項」に、「66 万円」を「67

万円」に改め、「「26 万円」と」の次に「、「第 22 条第 1 項各号」とあるのは

「第 22 条第 3 項の規定により読み替えられた同条第 1 項各号」と」を加え、

同項を同条第 8 項とし、同条中第 6 項を第 7 項とし、同条第 5 項中「66 万

円」を「67 万円」に改め、同項を同条第 6 項とし、同条第 4 項の次に次の 1

項を加える。 

5  第 1 項及び第 2 項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第 1 項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第 15 条」とあるのは「第 18 条

の 14」と、「67 万円」とあるのは「3 万円」と、「被保険者均等割」とある

のは「被保険者均等割及び 18 歳以上被保険者均等割」と、第 2 項中「第 18

条」とあるのは「第 18 条の 16」と読み替えるものとする。 

第 22 条の 4 に次の 1 項を加える。 

10 第 6 項及び第 7 項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第 6 項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第 15 条」とあるのは「第 18 条

の 14」と、「67 万円」とあるのは「3 万円」と、「被保険者均等割」とある

のは「被保険者均等割及び 18 歳以上被保険者均等割」と、「第 22 条第 1 項

各号」とあるのは「第 22 条第 5 項各号」と、第 7 項中「第 18 条」とある
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のは「第 18 条の 16」と読み替えるものとする。 

第 22 条の 4 の次に次の 1 条を加える。 

（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

第 22 条の 5 当該年度において、その世帯に 18 歳に達する日以後の最初の

3 月 31 日以前である被保険者（以下「18 歳未満被保険者」という。）があ

る場合における当該 18 歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第 18 条の 16 の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第 22 条

第 5 項、第 22 条の 3 第 4 項の規定により読み替えられた同条第 1 項若し

くは同条第 8 項の規定により読み替えられた同条第 5 項又は前条第 5 項の

規定により読み替えられた同条第 1 項若しくは同条第 10 項の規定により

読み替えられた同条第 6 項に規定する基準に従い当該 18 歳未満被保険者

に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後

の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とす

る。 

2  第 18 条の 16 第 3 項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第 18 条の 16 第 3 項の規定中「保険料率」とある

のは「額」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の第 14 条の 2、第 18 条の 6、第 18 条の 13 から

第 18 条の 17 まで、第 20 条、第 20 条の 2 及び第 21 条から第 22 条の 5 ま

での規定は、令和 8 年度以後の年度分の保険料について適用し、令和 7 年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 7 号 

 

浜田市弥栄農産物処理加工施設条例を廃止する条例について 

 

浜田市弥栄農産物処理加工施設条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市弥栄農産物処理加工施設条例を廃止する条例 

 

浜田市弥栄農産物処理加工施設条例（平成 17 年浜田市条例第 184 号）は、

廃止する。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 8 号 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市営住宅条例（平成 17 年浜田市条例第 247 号）の一部を次のように改

正する。 

別表第 1 昭和 44 年度の部小福井住宅の項中「10」を「6」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 9 号 

 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市地域定住住宅条例（令和 2 年浜田市条例第 14 号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表錦ヶ岡住宅 3 号棟の項、錦ヶ岡住宅 5 号棟の項及び栃木住宅 4 号棟の

項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 10 号 

 

浜田市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

浜田市火災予防条例（平成 17 年浜田市条例第 255 号）の一部を次のように

改正する。 

第 7 条の 2 の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第 1 項中「サウ

ナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備

（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）を

いう。以下同じ。）」に改め、同項第 2 号及び同条第 2 項中「サウナ設備」を

「一般サウナ設備」に改め、同条を第 7 条の 3 とし、第 7 条の次に次の 1 条

を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第 7 条の 2 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設ける

テント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバ

レル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって、定格出力 6 キロワット以下のものであり、か

つ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、

次に掲げる基準によらなければならない。 

⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び

対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距

離を保つこと。 

⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮

断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱

源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した

際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでな

い。 

2  前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基

準については、第 3 条（第 1 項第 1 号、第 10 号から第 14 号まで、第 17 号

から第 18 号の 3 まで、第 2 項第 6 号、第 3 項及び第 4 項を除く。）及び第

5 条第 1 項の規定を準用する。 

第 29 条の 7 第 1 項第 1 号中「防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加

える。 

第 44 条第 6 号の次に次の 1 号を加える。 

⑹の 2 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 
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第 44 条第 7 号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 3 月 31 日から施行する。 
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議案第 11 号 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年浜田市条例第 258 号）の一

部を次のように改正する。 

第 5 条第 2 項第 2 号中「9,700 円」を「1 万円」に改め、同号ただし書中

「1 万 4,500 円」を「1 万 5,000 円」に改め、同条第 3 項中「100 円を、第 2

号に該当する扶養親族については 1 人につき 383 円を、第 3 号から第 6 号ま

で」を「433 円を、第 2 号から第 5 号まで」に改め、同項中第 1 号を削り、

第 2 号を第 1 号とし、第 3 号から第 6 号までを 1 号ずつ繰り上げる。 

別表団長及び副団長の項中「12,900」を「13,340」に、「13,700」を「14,170」

に、「14,500」を「15,000」に改め、同表分団長及び副分団長の項中「11,300」

を「11,670」に、「12,100」を「12,500」に、「12,900」を「13,340」に改め、

同表部長、班長及び団員の項中「9,700」を「10,000」に、「10,500」を「10,840」

に、「11,300」を「11,670」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の第 5 条第 2 項及び第 3 項並びに別表の規定は、

この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日

前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補

償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）

及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金

等については、なお従前の例による。 
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議案第 12 号 

 

浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市水道給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市水道給水条例の一部を改正する条例 

 

第 1 条 浜田市水道給水条例（平成 29 年浜田市条例第 40 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 4 条第 1 号中「1 箇所」を「1 か所」に改め、同条第 2 号中「2 箇所」

を「2 か所」に改める。 

第 27 条第 1 項第 1 号の表金額の欄を次のように改める。 

金額 

1,015.3 円 

1,086.8 円 

1,574.65 円 

1,607.65 円 

3,778.5 円 

7,558.65 円 

11,216.15 円 

38,043.5 円 

43,530.3 円 

第 27 条第 1 項第 2 号の表中「超える分」を「を超える分」に改め、同表

金額の欄を次のように改める。 

金額 

104.5 円 

184.8 円 

228.8 円 

272.8 円 

251.9 円 

233.2 円 

第 27 条第 2 項第 1 号中「539 円」を「607.2 円」に改め、同項第 2 号中

「539 円」を「607.2 円」に改め、同号ただし書中「490 円」を「552 円」

に改め、同項第 3 号中「1 箇所」を「1 か所」に、「286 円」を「322.3 円」

に改める。 

第 2 条 浜田市水道給水条例の一部を次のように改正する。 

第 27 条第 1 項第 1 号の表金額の欄を次のように改める。 

金額 



35 

1,107.15 円 

1,184.15 円 

1,719.3 円 

1,785.3 円 

4,147 円 

8,297.3 円 

12,312.3 円 

41,767 円 

47,791.15 円 

第 27 条第 1 項第 2 号の表金額の欄を次のように改める。 

金額 

115.5 円 

204.6 円 

254.1 円 

303.6 円 

278.3 円 

257.4 円 

第 27 条第 2 項第 1 号中「607.2 円」を「675.4 円」に改め、同項第 2 号

中「607.2 円」を「675.4 円」に改め、同号ただし書中「552 円」を「614

円」に改め、同項第 3 号中「322.3 円」を「358.6 円」に改める。 

第 3 条 浜田市水道給水条例の一部を次のように改正する。 

第 27 条第 1 項第 1 号の表金額の欄を次のように改める。 

金額 

1,199 円 

1,281.5 円 

1,864.5 円 

1,963.5 円 

4,515.5 円 

9,036.5 円 

13,409 円 

45,490.5 円 

52,052 円 

第 27 条第 1 項第 2 号の表金額の欄を次のように改める。 
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金額 

126.5 円 

224.4 円 

280.5 円 

334.4 円 

305.8 円 

282.7 円 

第 27 条第 2 項第 1 号中「675.4 円」を「743.6 円」に改め、同項第 2 号

中「675.4 円」を「743.6 円」に改め、同号ただし書中「614 円」を「676

円」に改め、同項第 3 号中「358.6 円」を「394.9 円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

⑴ 第 1 条及び次項の規定 令和 9 年 4 月 1 日 

⑵ 第 2 条及び附則第 3 項の規定 令和 10 年 4 月 1 日 

⑶ 第 3 条及び附則第 4 項の規定 令和 11 年 4 月 1 日 

（経過措置） 

2  令和 9 年 4 月 1 日前から継続して供給する水道の使用で、同日から同月

30 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料金並びに同年 5 月

1 日から同月 31 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料金の

うち 1 月分の水道料金（第 28 条及び第 30 条の規定によりみなして算定す

る場合を含む。）については、第 1 条の規定による改正後の浜田市水道給水

条例第 27 条の規定にかかわらず、なお第 1 条の規定による改正前の浜田

市水道給水条例第 27 条の規定の例による。 

3  令和 10 年 4 月 1 日前から継続して供給する水道の使用で、同日から同

月 30 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料金並びに同年 5

月 1 日から同月 31 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料

金のうち 1 月分の水道料金（第 28 条及び第 30 条の規定によりみなして算

定する場合を含む。）については、第 2 条の規定による改正後の浜田市水道

給水条例第 27 条の規定にかかわらず、なお第 2 条の規定による改正前の

浜田市水道給水条例第 27 条の規定の例による。 

4  令和 11 年 4 月 1 日前から継続して供給する水道の使用で、同日から同
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月 30 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料金並びに同年 5

月 1 日から同月 31 日までの間に使用水量を計量し、及び算定する水道料

金のうち 1 月分の水道料金（第 28 条及び第 30 条の規定によりみなして算

定する場合を含む。）については、第 3 条の規定による改正後の浜田市水道

給水条例第 27 条の規定にかかわらず、なお第 3 条の規定による改正前の

浜田市水道給水条例第 27 条の規定の例による。 
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議案第 13 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1 項

第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀   
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1 財産の名称  浜田市弥栄農産物処理加工施設 

2 譲渡する財産 

⑴ 土地  

所在   弥栄町長安本郷 539 番 6 

地目   宅地 

面積   576.83 ㎡ 

⑵ 建物 

所在地  弥栄町長安本郷 539 番地 6 

建築年度 平成 4 年度 

構造   鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 

延床面積 311.77 ㎡ 

3 評価額 

⑴ 土地   1,249,413 円 

⑵ 建物   6,712,159 円 

⑶ 合計   7,961,572 円 

4 譲渡の条件  財産の譲渡を受けた日の翌日から起算して 10 年間は、農

産物加工を行う施設として使用すること。 

5 譲渡の相手方 浜田市黒川町 3741 番地 

       島根県農業協同組合 いわみ中央地区本部 

       常務理事本部長 佐々木   豊 
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議案第 14 号 

 

   浜田市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

浜田市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり策定することについて、過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第 8 条第 1 項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 三 浦 大 紀 
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 議案第 15 号 

 

   弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

 弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画を次のとおり策定することにつ

いて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律第 3 条第 1 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 三 浦 大 紀 

 



42 

総 合 整 備 計 画 書 
 

島根県浜田市弥栄町 弥畝辺地 

（辺地の人口 62 人、面積 45.5ｋｍ 2） 

 

1  辺地の概況 

⑴ 辺地を構成する町 

   弥栄町木都賀、弥栄町田野原、弥栄町程原、弥栄町三里 

⑵ 地域の中心の位置 

   浜田市弥栄町三里イ 323 番 9 

⑶ 辺地度点数  160 点 

2  公共的施設の整備を必要とする事情 

弥畝辺地は、中国山脈の麓に位置し、標高 400～600ｍの高地のため積雪

が多い地域である。 

この地域は、高齢化率が 61.3％と非常に高く、地域行事や地域活動の維

持も難しくなってきている。こうした中、農林業、商業及び観光の振興と

地域活性化を図る施設として、平成 3 年に「浜田市ふるさと体験村施設」

を設置している。 

同施設は、運営する第 3 セクターの解散等により、平成 30 年 9 月末か

ら休止状態となっていたが、令和 5 年度から指定管理による運営を再開し

ている。 

現在は、新たに農林業の振興及び地域資源を活用した交流人口の拡大に

取り組む地域の拠点施設として活用している。 

同施設は、食堂を備えた管理棟（味里）、宿泊施設として研修道場（2 棟）

及びログハウス（5 棟）がある。 

これまで標高が高く夏場も比較的過ごしやすい環境であったため、十分

な空調整備が行われていなかった。 

しかし近年、異常気象により夏場の気温が上昇しており、来場者や宿泊

客が快適に利用できるよう、空調設備の整備が必要な状況である。 

3  公共的施設の整備計画 

令和 8 年度の 1 年間 
 

区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額 施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

農林業の振興及び地域資源
を活用した交流人口の拡大
に取り組む地域の拠点施設 

浜田市 13,079 0 13,079 13,000 

（単位：千円） 
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 議案第 16 号 

 

   小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

 小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画を次のとおり変更することにつ

いて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律第 3 条第 8 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 三 浦 大 紀 
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総 合 整 備 計 画 書 
 

島根県浜田市金城町 小国辺地 

（辺地の人口 144 人、面積 18.6 ｋｍ 2） 

 

1  辺地の概況 

⑴ 辺地を構成する町 

   金城町小国 

⑵ 地域の中心の位置 

   浜田市金城町小国イ 179 番 4 

⑶ 辺地度点数  124 点 

2  公共的施設の整備を必要とする事情 

小国辺地は、浜田市金城支所より南へ約 10ｋｍ離れ、二級河川周布川水

系小国川沿いに位置する四方を険阻な山々に囲まれた自然的、地理的に不

利な山間豪雪地帯である。 

当辺地にある小国川に架かる谷口橋について、増水時には桁が水流を阻

害し、氾濫の原因となっており、交通に支障を来す住民も多い。 

本計画により、橋梁の架け替えを行うことで、交通利便性の向上、救急・

災害等の緊急時への早期対応を図るものである。 

3  公共的施設の整備計画 

    （変更前） 令和 5 年度から令和 7 年度まで 3 年間 

   （変更後） 令和 5 年度から令和 8 年度まで 4 年間 

 

 

 

区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額 施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

道路 浜田市 
（変更前）164,850 81,640 83,210 83,100 

（変更後）223,880 98,386 125,494 125,200 

（単位：千円） 
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同意第 1 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

令和 8 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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住 所 （省略） 

職 業 地方公務員 

氏 名 渡 邉   淳 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 無職 

氏 名 堀 口 秀 樹 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 会社員 

氏 名 森 下 政 昭 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 神職 

氏 名 白 澤 和 朋 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

前任者   寺 田 恭 子（令和 8 年 6 月 30 日まで） 

堀 口 秀 樹（令和 8 年 6 月 30 日まで） 

森 下 政 昭（令和 8 年 6 月 30 日まで） 

白 澤 和 朋（令和 8 年 6 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 

 


